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告 示
栃木県告示第146号
　次の事業の土地改良事業計画を変更したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第６項において
準用する同法第87条第５項の規定により公告する。
　なお、同法第88条第６項において準用する同法第87条第５項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の
写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定については、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に同法第88条第６項において
準用する同法第87条第６項の審査請求をすることができる。
　　令和８（2026）年３月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 縦 覧 期 間 審 査 請 求 期 限 所 轄 農 業 振 興 事 務 所

県営薄井沢地区土地改良（区画整
理）事業

令和８（2026）年
３月24日から同年
４月20日まで

令和８（2026）年
５月７日

上都賀農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第147号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年３月23日から同年４月21日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年３月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　121号
道路の区域
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整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前 鹿沼市上石川字植竹1459-４から
鹿沼市上石川字北原1139-11まで 13.1 ～ 31.2 419.4

後 鹿沼市上石川字植竹1459-４から
鹿沼市上石川字北原1139-11まで 19.8 ～ 40.6 419.4

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮楡木線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

６

前 鹿沼市上石川字北原1142-６から
鹿沼市上石川字植竹1461-13まで 13.1 ～ 31.2 419.4

後 鹿沼市上石川字北原1142-６から
鹿沼市上石川字植竹1461-13まで 19.8 ～ 40.6 419.4

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　野田多々良停車場線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

148
前 足利市久保田町185-１から

足利市久保田町186-１まで 10.6 ～ 10.6 17.0

後 足利市久保田町185-１から
足利市久保田町186-１まで 10.6 ～ 10.6 17.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第148号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年３月23日から同年４月21日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年３月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

70 主 要 地 方 道
宇 都 宮 今 市 線

宇都宮市駒生町854-２から
宇都宮市駒生町1268-１まで

令和８（2026）年
３月23日

277 一 般 県 道
小 来 川 清 滝 線

日光市西小来川3410-３から
日光市西小来川3398-３まで

令和８（2026）年
３月23日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○当せん金付証票の発売
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　当せん金付証票の発売について、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第６条第３項の規定により次
のとおり公告する。
　なお、受託を希望する銀行等は、受託申請期限までに申請されたい。
　　令和８（2026）年３月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　名称
第440回地域医療等振興自治宝くじ

２　発売総額及び通数
14億円、1,400万通

３　証票金額
１枚　100円

４　発売期間
令和８（2026）年７月１日から同月28日まで

５　当せん金品の総額
発売総額に対して 574,900,000円

６　委託対象事務の範囲
当せん金付証票の発売等の事務のうち発売企画に係るもの以外のもの

７　売りさばき及び当せん金品の支払又は交付の手数料
発売総額に対して 82,762,790円

８　その他発売経費
発売総額に対して 161,980,000円

９　受託申請期限
令和８（2026）年４月10日

10　その他
受託事務の履行は、当せん金付証票法その他関係通知による。

Ⅱ
１　名称
第441回地域医療等振興自治宝くじ

２　発売総額及び通数
20億円、1,000万通

３　証票金額
１枚　200円

４　発売期間
令和８（2026）年８月１日から同月25日まで

５　当せん金品の総額
発売総額に対して 959,900,000円

６　委託対象事務の範囲
当せん金付証票の発売等の事務のうち発売企画に係るもの以外のもの

７　売りさばき及び当せん金品の支払又は交付の手数料
発売総額に対して 111,994,190円

８　その他発売経費
発売総額に対して 163,200,000円

９　受託申請期限
令和８（2026）年４月10日

10　その他
受託事務の履行は、当せん金付証票法その他関係通知による。
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Ⅲ
１　名称

第442回地域医療等振興自治宝くじ
２　発売総額及び通数

34億円、1,700万通
３　証票金額
１枚　200円

４　発売期間
令和８（2026）年８月26日から同年９月22日まで

５　当せん金品の総額
発売総額に対して 1,599,900,000円

６　委託対象事務の範囲
当せん金付証票の発売等の事務のうち発売企画に係るもの以外のもの

７　売りさばき及び当せん金品の支払又は交付の手数料
発売総額に対して 188,499,190円

８　その他発売経費
発売総額に対して 300,220,000円

９　受託申請期限
令和８（2026）年４月10日

10　その他
受託事務の履行は、当せん金付証票法その他関係通知による。

Ⅳ
１　名称
第443回地域医療等振興自治宝くじ

２　発売総額及び通数
16億円、800万通

３　証票金額
１枚　200円

４　発売期間
令和８（2026）年10月７日から同年11月３日まで

５　当せん金品の総額
発売総額に対して 760,000,000円

６　委託対象事務の範囲
当せん金付証票の発売等の事務のうち発売企画に係るもの以外のもの

７　売りさばき及び当せん金品の支払又は交付の手数料
発売総額に対して 162,386,400円

８　その他発売経費
発売総額に対して 94,720,000円

９　受託申請期限
令和８（2026）年４月10日

10　その他
受託事務の履行は、当せん金付証票法その他関係通知による。

Ⅴ
１　名称
第444回地域医療等振興自治宝くじ

２　発売総額及び通数
21億円、1,050万通
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３　証票金額
１枚　200円

４　発売期間
令和８（2026）年11月４日から同年12月１日まで

５　当せん金品の総額
発売総額に対して 997,500,000円

６　委託対象事務の範囲
当せん金付証票の発売等の事務のうち発売企画に係るもの以外のもの

７　売りさばき及び当せん金品の支払又は交付の手数料
発売総額に対して 212,081,100円

８　その他発売経費
発売総額に対して 124,320,000円

９　受託申請期限
令和８（2026）年４月10日

10　その他
受託事務の履行は、当せん金付証票法その他関係通知による。

（財政課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の新設の届出に係る意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小
売店舗の新設に関する届出についての同条第１項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当該意見を令
和８（2026）年４月23日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　令和８（2026）年３月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
コメリハード＆グリーンさくら店
さくら市櫻野字沢田610番　外

２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 町 村 名 意 見 の 概 要

さ く ら 市 意 見 な し

Ⅱ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
（仮称）ベイシア壬生店
下都賀郡壬生町おもちゃのまち一丁目２

２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 町 村 名 意 見 の 概 要

壬 生 町 意 見 な し

　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の新設の届出に係る県の意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第４項の規定により、大規模小
売店舗の新設に関する届出に係る意見について通知したので、概要を次のとおり公告し、当該意見を令和８
（2026）年４月23日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　令和８（2026）年３月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

Ⅰ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地

コメリハード＆グリーンさくら店
さくら市櫻野字沢田610番　外

２　法第８条第４項の規定による意見の概要
意見なし

Ⅱ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
（仮称）ベイシア壬生店
下都賀郡壬生町おもちゃのまち一丁目２

２　法第８条第４項の規定による意見の概要
意見なし

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業の工事完了
　県営土地改良事業について次のとおり工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の
３第３項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年３月23日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 完 了 年 月 日

県営馬頭中部地区土地改良（農業用用排水路整備）事業 令和７（2025）年２月19日

県営馬頭中部地区土地改良（農道整備）事業 令和３（2021）年４月22日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────


